
　　　あなたに対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第38条第4条に基づいて、当事業者
　　　があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
　　　ご不明な点などございましたらご遠慮なくご質問ください。

　　　1　サービスを提供する事業者について

　　　事業者所在地　　　　　　　　　北海道札幌市白石区米里1条3丁目2番25号
　　　事業者名称　　　　　　　　　　一般社団法人いしかりユニバーサルネット
　　　代表者氏名　　　　　　　　　　代表理事 　鈴木　淳平

　　　2　事業所概要

　　　事業所名称　　　　　　　　　　ユニケア
　　　事業所所在地　　　　　　　　　北海道札幌市白石区米里1条3丁目2番25号
　　　連絡先　　　　　　　　　　　　TEL　011-376-5431　
　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　011-376-5432
　　　介護保険指定事業所番号　    　0170508758
　　　相談担当                    管理者　　木村　明紘
　　　通常サービス提供地域　　　   札幌市、北広島市、江別市、石狩市、当別町

　　　3　事業所の職員体制　

　　　管理者　　　　　　　　　　　　1名常勤(相談員と兼務)
　　　専門相談員　　　　　　　　　　3名以上(福祉用具の選定援助、取り付け、調整、計画書作成等)

　　　4　サービス提供可能な日と時間帯

　　　営業日　　　　　　　　　　　　月曜日～金曜日
　　　営業時間　　　　　　　　　　　午前9時～午後6時　(土、日、祝、夏期休暇、12/30～1/3を除く)

　　　5　事業の目的

　　　上記事業者において実施する特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の事業の適切な運
　　　営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護
　　　状態または要支援状態の利用者に対し、適切な指定特定福祉用具販売及び指定特定介護予防福祉用
　　　具販売を提供することを目的とする。

　　　6　運営方針

　　　本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自
　　　立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境等
　　　を踏まえた、適切な指定特定福祉用具等の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定特定福祉用
　　　具等を販売することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利
　　　用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。また、本事業の実施に当たっては、関係
　　　各市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サー
　　　ビス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、統合的なサービス提供に努めるものと
　　　する。

　重要事項説明書　㊕



　7　利用者へのサービスの提供について
　福祉用具専門相談員は、利用者ごとの具体的なサービス内容等を記載した福祉用具サービス計画書を作成
　し利用者又は家族に説明を行い同意を得て交付します。

　8　一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制について
　　対象の福祉用具　固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖　
　①選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が指定福祉
　用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与、又は指定特定福祉用具販売及び指定特定介護予防福祉用
　具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対しメリット及びデメリットを
　含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門
　職等の意見、指定居宅サービス等関係者の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行います。
　②福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利
　用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行います。
　③特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、
　特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認します。また、利用者等
　からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合
　は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めます。
　④利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供します。

　9　提供する取扱い品目(商品)の内容について
　販売対象品目(商品)
　・ 腰掛便座　・入浴補助用具　・ 簡易浴槽　・ 移動用リフトのつり具の部分
　・ 自動排泄処理装置の交換可能部品
　上記取扱い品目について法令改正時において順次その指示に従うものとする。

　10　提供する取扱い品目の料金について
　①提供する取扱い品目の料金
　特定福祉用具（特定介護予防福祉用具販売）の品目は以下の通りとし、
　品名ごとの販売費用の額はカタログを参照します。
　②商品説明
　事業者は本契約に基づき販売する商品について、利用者に各商品の取り扱いを該当商品を用いて、使用方法、
　使用上の注意事項を説明するものとします。また、取扱い説明書をお渡し致します。
　③商品の購入　・　搬出費用
　商品の搬入及び搬出費用は、原則、利用料に含まれるものとします。但し、次に該当する場合、
　利用者は、別途、該当費用を負担するものとします。
　□搬入及び搬出業務の際、特別な作業又は措置が必要な場合の当該作業費用
　□事業者の通常の事業実施地域以外の地域に搬入及び搬出する際の当該搬入及び搬出費用、
　自動車を使用した場合の交通費は、その実費を徴収致します。
　□契約期間中に転居など利用者の都合により商品の移動を行う場合
　□その他の費用として、支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、
　支払に同意を受けるものとします。
　□契約に基づく日時に搬入し、利用者の身体、自宅の状況などに応じて福祉用具の組立て、調整を行います。
　□商品の機能、使用方法、使用上の留意事項、それを記載した取扱説明書を利用者及び利用者の家族に提示し、
　十分に説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具をご使用いただきながら、
　使用方法の説明を実施致します。

　11　料金の請求および支払い方法について
　請求　・　支払い
　利用者又はその家族は、料金等を商品購入時に現金にて支払うものとします。
　費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払いに同意す
　る旨の文書に署名、記名捺印を受けることとします。
　事業所が利用者又はその家族から第一項及び第二項の費用の支払いを受けたときは、特定福祉用具の品名、
　販売日、並びに料金を記載した、領収書を利用者に交付することとします。

　12　虐待の防止のための措置に関する事項について
　①事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止等の為の次の措置を講ずるものとします。
　□虐待を防止する為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、
　その結果について従業者に周知徹底を図る。
　□虐待防止のための指針を整備する。
　□従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
　□上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
　②事業所は、指定福祉用具貸与等の提供中に、従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者
　)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに行政等に通報するものとする。
　虐待の防止に関する虐待防止責任者は 管理者 木村　明紘　とする。



　13　秘密の保持と個人情報の保護について
　①個人情報の利用目的及びその利用
　事業者は、利用者の個人情報を特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の遂行及び利
　用者に有益な商品情報の案内と最適なサービスを提供することを目的とする為、必要最小限の
　個人情報を用いる場合のみ利用し利用者から予め文章で同意を得ない限り、利用者の個人情報
　を他の目的に用いません。また、利用者の家族の個人情報についても同様とします。
　②秘密保持と個人情報の保護
　従業者は、秘密保持等個人情報の取り扱いについて、法律に則り漏洩しないよう業務にあたる。
　また、利用者に対しては当事業所における情報の利用目的を文書にて説明し、同意を得るものとする。
　従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で
　なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
　③安全管理措置
　事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(磁気媒体情報及び伝送情報
　を含む)については、善良な管理者の注意義務をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏
　洩を防止するものとします。
　④外部委託
　事業者は、目的実施にあたり配送業務、集金代行、システム管理等を外部に委託するに伴い個
　人情報を委託する際には、事業者の厳正な管理の下で行います。
　⑤個人情報の開示請求等
　個人情報に関する開示・訂正・削除をご希望される場合は、以下のご利用者相談窓口までお願い致します。
　ご利用者相談窓口 　月曜日から金曜日　午前9時～午後6時
　ユニケア 　TEL　011-376-5431

　14　事故発生時の対応
　事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、
　管理者の指示に従い、市町村や当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予
　防支援事業者等に報告を行うものとする。
　事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、
　再発生を防ぐための対策を講ずるものとする。

　15　身体拘束等の原則禁止
　①事業所は、指定福祉用具貸与等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する
　ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」と
　いう）を行わない。
　②事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間
　等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
　など必要な事項を記載することとする。

　16　ハラスメントの防止に向けた取り組み
　①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や業務上必要かつ相当な範囲を越える下記の
　行為は組織として許容しません。
　・身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
　・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
　・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
　上記は当該法人従業員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
　②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時
　案が発生しない為の再発防止策を検討します。
　③従業員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に
　話し合いの場を設けハラスメント発生状況の把握に努めます。
　④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な
　措置、利用契約の解約等の措置を講じます。

　17　感染症対策について
　事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとします。
　□福祉用具専門相談員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
　□事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
　□事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等
　の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
　□事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
　□従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

　18　業務継続に向けた取り組みについて
　①事業所は、感染症や非常災害の発生時においては、利用者の対する指定福祉用具貸与及び指定介護
　予防福祉用具貸与の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
　の計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものと
　する。
　②事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
　実施するものとする。
　③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと
   する。



　19　損害賠償

役所

令和 年 月 日

　事業者　 事業所

　 管理者　 　㊞
　　　　　

　ご利用者氏名 代筆者氏名　

㊞ ㊞  続柄(　　　)

　商品の購入に同意致します。

　指定事業所番号　　　0170508758
説明者 ㊞

　指定都道府県　　　　北海道

　私はサービス内容説明書及び重要事項説明書に基づき、事業所より重要事項の説明を確かに受け

　　　　　一般社団法人いしかりユニバーサルネット ユニケア
代表理事　　鈴木　淳平　　　　　　㊞ 木村　明紘 　   
　

　上記内容について、当事業者は利用者及び利用者の家族に対し、重要事項説明書に基づきサービス内容及
　び重要事項の説明を行いました。

北海道札幌市白石区米里1条3丁目2番25号 北海道札幌市白石区米里1条3丁目2番25号

　公的団体の相談窓口　　北海道国民健康保険団体連合会
　　　　　　　　　　　　札幌市中央区南2条西14丁目　　TEL　 011-231-5161

 21　重要事項説明書の年月日

　重要事項説明書の説明年月日

　事業者は、相談や苦情及び緊急時の対応窓口を以下の通り設置し、誠実に対応し経過を記録に残します。

　　事業者の相談窓口　　　ユニケア　　管理者　木村　明紘
　　　　　　　　　　　　　北海道札幌市白石区米里1条3丁目2番25号　　　　月曜日から金曜日　
　　　　　　　　　　　　　TEL　011-376-5431　/　FAX　011-376-5432　　午前9時から午後6時まで
　市町村の窓口 　　　

　場合。
　③利用者もしくは介護者等が、事業者及びサービス従事者の指示、説明や本来の商品の使用方法に反し又は
　商品の改造等の行為に起因して損害が発生した場合。

　20　サービス提供に関する相談、苦情及び緊急時の対応について
　　

  責に帰すべき事由原因を認められる場合、その責任の範囲において利用者に対しての損害賠償につきまし
　ては速やかに対応致します。但し、次に該当する場合は、この限りではないものとします。

　①利用者が自己の疾患、心身状態及び商品の設置、使用環境等、商品の選定に必要な事項について故意にこ
　れを告げず又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
　②利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した

  当事業所の提供する特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売において事故が発生し、当事業所の


